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「ＪＣＣＯ多重債務者救済フォーラム in大阪」の開催結果について 

 

 

 平成２６年１０月９日(木)、大阪市中央公会堂において「ＪＣＣＯ多重債務者救済フォー

ラム in大阪」が開催されました。 

 

 このフォーラムは、ＪＣＣＯが消費者保護の立場から行っている多重債務カウンセリン

グ事業の公益性を一層高めていくために定めた新方針「拠点の広範化・集約化」の意義や

論点を明らかにした上で、広く国民各層の理解と協力を得て、その推進の原動力としよう

と開催したものです。 

 なお、開催に当たっては金融庁、経済産業省、消費者庁、近畿財務局、国民生活センタ

ーから後援を頂きました。 

 

 当日は約百名のご参加を得て、ＪＣＣＯの森嶌会長を皮切りに、金融庁、経済産業省か

らご挨拶を頂き、続いて鎌田専務理事から「ＪＣＣＯの新方針『拠点の広範化・集約化』

の意義をめぐって」と題する基調講演が、また、カウンセラーの有坂弁護士と赤塚弁護士

から実務報告が、それぞれ行われました。 

 

    (挨拶する森嶌会長)         (ご意見を述べる参加者(左側の起立者))    

   
 

 その後の質疑応答では、参加者から、「数々の多重債務相談を扱ってきたが、相談者が自

立するまでアドバイスを続けるＪＣＣＯの活動は素晴らしい。一刻も早く大阪にもセンタ

ーを開設してほしい」、「大阪弁護士会がなかなか同意しない背景にはいろいろあると思う

が、そのうちに、徹底的に反対して却って世間から非難されるよりも、一枚加わって是々

非々で一緒にやるという姿勢を取る方が良いのでは、という声が起こって来ると思う」な

どの意見が述べられました。 

 

 当日は、参加者に対しアンケートを配布したところ、約半数の方々からご回答を頂きま

した。 

 その概要は、次ページ以降に掲載しましたが、ＪＣＣＯの新方針について８割近くの方

が、その公益性の高さを評価し、また大阪にＪＣＣＯのセンターを開設することについて

も同様に８割近くの方から、多重債務者の救済に役立つとの評価を頂きました。 

 

 ＪＣＣＯは、この成果を力に、拠点の広範化・集約化を推進して参ります。 



　 【性　別】

【年　齢】

　 【所属等】
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回答者の情報

「ＪＣＣＯ多重債務者救済フォーラム in 大阪」
【参加者アンケート結果】

（Ｎ=４６）
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１．「拠点の広範化・集約化」の方針について、どのように評価しますか？

２．多重債務者救済の観点から、ＪＣＣＯの大阪センター開設について

３．ＪＣＣＯが行うカウンセリングの実務の印象について

４．ＪＣＣＯの多重債務者救済活動は、多重債務者の救済に役立っているか？

５．ＪＣＣＯの組織の成り立ちや運営について
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フォーラムに関するアンケート結果　

0 5 10 15 20 25 

回答なし（3） 

どちらとも言えない（7） 

全く不公平で偏っている（0） 

不公正な面もある（１） 

まずまず公正・中立である（20） 

非常に公正・中立である（15） 

0 5 10 15 20 

回答なし（3） 
どちらとも言えない（6） 

全く公益性は認められない（1） 
公益に反する部分がある方針だ(1) 

一定の公益性ある方針だ（17） 
非常に公益性の高い方針だ（18） 

0 5 10 15 20 25 30 

回答なし（2） 

どちらとも言えない（6） 

全く役立たない（0） 

あまり役立たない（2） 

まずまず役立つ（12） 

非常に役立つ（24） 

0 5 10 15 20 25 

回答なし（3） 

どちらとも言えない（3） 

全く役立っていない（0） 

それほど役立っていない（1） 

まずまず役立っている（21） 

非常に役立っている（18） 

0 5 10 15 20 

回答なし（7） 
どちらとも言えない（6） 

全く業者寄りの組織だ（0） 
業界団体から一定の影響を受けている（1） 

一定の公益性がある法人だ（16） 
消費者保護の立場で公正中立な法人だ（16） 
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